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託
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の
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方
法

　
今
回
は
、
容
器
包
装
リ
サ

イ
ク
ル
法
（
容
リ
法
）
に
お

け
る
「
拡
大
生
産
者
責
任
」

に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

　
家
庭
ご
み
の
処
理
・
処
分

は
本
来
市
町
村
の
負
担
で
す

が
、
容
リ
法
で
は
、
わ
が
国

で
初
め
て
「
拡
大
生
産
者
責

任
」
の
考
え
方
が
導
入
さ
れ

ま
し
た
。
同
法
に
よ
り
、
生

産
者
に
当
た
る
特
定
事
業
者

の
責
務
は
商
品
（
中
身
）
が

消
費
さ
れ
た
後
の
容
器
包
装

の
廃
棄
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
段

階
ま
で
拡
大
さ
れ
る
と
と
も

に
、
消
費
者
や
市
町
村
の
役

割
が
明
確
に
な
り
ま
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
特
定
事
業
者

は
、
消
費
者
が
分
別
排
出
し

市
町
村
が
分
別
収
集
し
た
も

の
に
つ
い
て
、
再
商
品
化

（
リ
サ
イ
ク
ル
）
す
る
義
務

を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。
特
定
事
業
者
と
は
、
商

品
を
入
れ
る
容
器
（
箱
や
袋

な
ど
）
を
利
用
・
製
造
・
輸

入
す
る
事
業
者
、
お
よ
び
包

装（
ラ
ッ
プ
や
包
装
紙
な
ど
）

を
利
用
等
す
る
事
業
者
を
指

し
ま
す
。　

容
器
包
装
リ
サ
イ

ク
ル
に
関
わ
る
者

（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
）
は

ど
の
よ
う
な
役
割
や
責
務
を

負
い
ま
す
か
？

　
①
消
費
者
は
、

「
分
別
排
出
」す
る
こ

と
。つ
ま
り
、市
町
村
の
定
め

る
分
別
ル
ー
ル
に
従
っ
て
、

容
器
包
装
ご
み
を
き
ち
ん
と

分
け
て
出
す
こ
と
で
す
。

②
市
町
村
は
、「
分
別
収
集
」

す
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
分
別

ル
ー
ル
を
定
め
て
地
域
住
民

に
周
知
し
、
容
器
包
装
ご
み

を
分
別
収
集
し
て
、
リ
サ
イ

ク
ル
し
や
す
い
状
態
に
す
る

こ
と
で
す
。

③
特
定
事
業
者
は
、
市
町
村

が
分
別
収
集
し
た
容
器
包
装

ご
み
を
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ

と
。
し
か
し
、
自
身
で
行
う

の
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
指

定
法
人
に
再
商
品
化
費
用
を

支
払
う
こ
と

で
リ
サ
イ
ク

ル
義
務
を
果

た
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
日
本
容
器

包
装
リ
サ
イ

ク
ル
協
会

（
容
リ
協

会
）
の
使
命

は
、
再
商
品

化
を
適
切
に

行
う
こ
と
で

す
。
市
町
村

か
ら
容
器
包

装
ご
み
を
引

き
取
り
、
特

定
事
業
者
か

ら
預
か
っ
た
再
商
品
化
費
用

を
用
い
て
再
商
品
化
事
業
者

に
そ
の
処
理
を
委
託
し
、
着

実
な
実
施
を
確
保
し
ま
す
。

い
わ
ば
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

ー
と
し
て
、
各
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
と
連
携
し
適
正
か
つ

円
滑
な
再
商
品
化
を
推
進
し

ま
す
。

　
特
定
事
業
者
の
再

商
品
化
費
用
は
ど
の

よ
う
に
算
定
さ
れ
る
の
で
す

か
？

　
容
器
包
装
の
種
類

（
ガ
ラ
ス
び
ん
、
Ｐ

Ｅ
Ｔ
ボ
ト
ル
、
紙
製
容
器
包

装
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器

包
装
）
ご
と
に
、
利
用
・
製

造
し
た
重
量
に
単
価
を
乗
じ

て
再
商
品
化
費
用
を
算
定
し

容
リ
協
会
に
お
支
払
い
い
た

だ
き
ま
す
。

　
な
お
、
毎
年
、
重
量
算
定

に
必
要
な
諸
係
数
は
国
、
単

価
に
つ
い
て
は
協
会
、
そ
れ

ぞ
れ
の
調
査
に
基
づ
き
決
定

さ
れ
ま
す
。


